
    令和５（２０２３）年 4 月１９日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て 

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
身
体
・
知
的
ま
た
は
精
神
に

障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
自
宅
で
監
護
・
養
育

し
て
い
る
保
護
者
に
対
し
て
手
当
の
支
給
を
行
な
う
制
度

で
す
。 

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

◆
支
給
要
件 

 

 
 

 

児
童
の
障
が
い
が
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る 

 
 

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
、
2
級
程
度
の
障
が
い
の
あ
る 

 
 

 

方
お
よ
び
3
、
4
級
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
一
部
の 

 
 

方 
 

 
 

②
療
育
手
帳
Ａ
１
（
最
重
度
）、
Ａ
２
（
重
度
）、
Ｂ
１
（
中 

度
）
の
一
部
の
方 

 
 

③
精
神
の
障
が
い
が
あ
り
、
①
、
②
と
同
程
度
以
上
と
認 

め
ら
れ
る
方 

 

◆
手
当
額
（
令
和
５
年
度
） 

 
 

１
級 

 

月
額 

５
万
３
７
０
０
円 

 
 

２
級 

 

月
額 

３
万
５
７
６
０
円 

 

◆
支
給
の
制
限 

 

該
当
す
る
児
童
が
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
や
、

受
給
資
格
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
に
前
年
の
所
得
が

一
定
額
以
上
あ
る
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70-

１
０
６
０ 

 

特
別
障
害
者
手
当
・
児
童
福
祉
手
当 

の
支
給
に
つ
い
て 

 
 

特
別
障
害
者
手
当
・
児
童
福
祉
手
当
と
は
、
重
度
の
障
害
の

た
め
必
要
と
な
る
精
神
的
、
物
質
的
な
特
別
の
負
担
の
軽
減
の

一
助
と
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。 

 
 

 
 

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

 

◆
支
給
要
件 

 

 
 

① 

特
別
障
害
者
手
当 

20
才
以
上
の
方 

 
 

 

児
童
福
祉
手
当 
 

20
才
未
満
の
方 

 
 

② 

精
神
又
は
身
体
に
重
度
の
障
害
を
有
す
る
た
め
、
日
常 

生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ 

る
こ
と 

 
 

③ 

在
宅
障
害
者
（
児
）
で
あ
る
こ
と 

 
 

④ 

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
他
の
公
的
年
金
等
を
受
け
て 

い
な
い
こ
と 

 
 

⑤ 

毎
年
の
所
得
が
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と 

 

◆
手
当
額
（
令
和
５
年
度
） 

 
 

特
別
障
害
者
手
当 

 

月
額 

2
万
７
９
８
０
円 

 
 

児
童
福
祉
手
当 

 
 

月
額 

1
万
５
２
２
０
円 

 

◆
支
給
の
制
限 

 
 

 

施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
や
、
医
療
機
関
等
へ
継
続
し
て

3
か
月
を
超
え
て
入
院
さ
れ
て
い
る
方
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。 

 

【
問
い
合
わ
せ
】
健
康
福
祉
課 
電
話 

70-

１
０
６
０ 

       

強
引
な
訪
問
買
取
業
者
に
ご
注
意
を 

 

リ
サ
イ
ク
ル
業
者
か
ら
「
不
用
品
を
買
い
取
る
」
と
言
う

電
話
勧
誘
を
受
け
、自
宅
の
不
用
品
を
処
分
し
た
い
と
思
い
、

来
訪
を
了
承
し
た
の
ち
、
依
頼
し
て
い
な
い
貴
金
属
や
ブ
ラ

ン
ド
品
ま
で
強
引
に
買
い
取
ろ
う
と
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
て
ま
す
。 

『
不
要
な
勧
誘
は
き
っ
ぱ
り
断
る
』、『
貴
金
属
や
ブ
ラ
ン

ド
品
な
ど
む
や
み
に
見
せ
な
い
、
触
ら
せ
な
い
』
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
訪
問
買
取
に
は
以
下
の
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。 

・
消
費
者
か
ら
の
勧
誘
の
要
請
が
な
い
の
に
突
然
訪
問
し
て
勧

誘
す
る
行
為
。  

・
査
定
の
み
の
依
頼
で
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
訪
問
の
つ
い

で
に
買
取
の
勧
誘
を
す
る
行
為
。  

・
事
前
の
約
束
と
は
違
う
物
品
に
つ
い
て
、
買
取
を
勧
誘
す
る

行
為
。  

・
事
業
者
名
、
買
い
取
る
物
品
の
種
類
、
勧
誘
の
目
的
を
明
示

せ
ず
勧
誘
を
す
る
行
為
。 

・
消
費
者
が
断
っ
た
場
合
に
、
居
座
る
こ
と
や
、
再
勧
誘
す
る

行
為
。 

買
取
業
者
は
消
費
者
に
対
し
、契
約
書
面
を
交
わ
す
義
務
が

あ
り
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
も
、
買
取
を
承
諾
し

た
際
は
、
物
品
の
種
類
や
特
徴
、
購
入
価
格
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ

フ
に
つ
い
て
の
説
明
事
項
、契
約
の
年
月
日
、事
業
者
の
住
所
、

名
称
、
連
絡
先
、
担
当
者
の
氏
名
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
契
約

書
面
を
求
め
ま
し
ょ
う
。 

★
不
審
に
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

「
１
８
８
（
い
や
や
）」
に
電
話
を
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
高
知
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８-

８
２
４-

０
９
９
９ 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１０２号  



    令和５（２０２３）年 4 月１９日（2） 

 

狂
犬
病
予
防
注
射
の
お
知
ら
せ 

生
後
３
ヶ
月
以
上
の
犬
は
必
ず
受
け
て
下
さ
い
。 

同
時
に
、
新
規
登
録
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
未

登
録
の
犬
は
必
ず
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。 

        
 

             

な
な
い
ろ
の
森
推
進
委
員
会
へ
の 

傍
聴
参
加
者
の
募
集 

 

本
山
町
で
は
50
年
先
を
見
据
え
た
森
林
・
林
業
ビ
ジ
ョ
ン

で
あ
る
「
土
佐
本
山
コ
ン
パ
ク
ト
フ
ォ
レ
ス
ト
構
想
」
を
実

行
し
て
い
く
た
め
に
、
な
な
い
ろ
の
森
推
進
委
員
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。 

 

令
和
5
年
度
の
初
回
を
左
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
傍
聴

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
令
和
5
年
５
月
２
日
（
火
）
16
時
～
18
時
30
分 

【
場
所
】
本
山
町
役
場
３
階 

議
場 

【
内
容
】
令
和
5
年
度
の
取
り
組
み
内
容
に
つ
い
て 

 
 

 
 

勉
強
会
「
本
山
町
・
白
髪
山
の
自
然
に
つ
い
て
」 

（
講
師
：
牧
野
植
物
園
研
究
員 

前
田
綾
子
さ
ん
） 

【
申
し
込
み
先
】 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

林
業
担
当 

 
 

電
話 

 

76‐

３
９
１
６ 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

76‐

２
９
４
３ 

メ
ー
ル
：sa

n
g
yo

u
sh

in
k
o
u
@

to
w

n
.m

o
to

ya
m

a
.lg

.jp
 

 
 

申
込
み
〆
切
：
令
和
5
年
４
月
25
日
（
火
） 

 【
窓
口
便
り 
３
月
末
】 

人
口
総
数 

３
，
２
７
４
人 

 
 

 
 

男 

１
，
５
４
０
人 

女 

１
，
７
３
４
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
前
月
比 

21
人
減
） 

世
帯
数 

１
，
８
３
８
世
帯
（
前
月
比 

２
世
帯
減
） 

前
年
度
３
月
末
現
在
人
口 

 

３
，
２
９
４
人  

死
亡    

２
人 

（
男 

０
人 

女  

２
人
） 

お 

名 

前 
 

世 

帯 

主 
 

 

年
齢 

 
地 

区 

石
原 

 

秋
子 

 

本 
 

人 
 
 

98
歳 

 

五 
区 

山
北 

 

玉
己 

 

山
北 

旭
市 

 

78
歳 

 

北
山
東 

1 月 17 水

2 火 18 木

3 水 19 金

4 木 20 土

5 金 21 日

6 土 22 月

7 日 23 火

8 月 24 水

9 火 25 木

10 水 26 金

11 木 27 土

12 金 28 日

13 土 29 月

14 日 30 火

15 月

16 火

※検診等、健康相談に関する問い合わせは、健康福祉課（℡70-1060）まで。
※納税に関する問い合わせは、住民生活課 税務班（℡７６－２１１５）まで。

地域医療検診
31 水 吉野公民館開館日

公開講座開講式

地域医療検診

区長便

5月定例農業委員会、狂犬病予防注射

地域医療検診

区長便

憲法記念日 民事・家事相談

みどりの日

こどもの日 狂犬病予防注射

古紙・ペットボトル回収日、行政相談

５月 カ レ ン ダ ー
軽自動車税納期限

 


